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船舶事故調査報告書 

 

                             令和２年１０月１４日 

                     運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 火災 

発生日時 令和元年１０月１０日 ０７時０５分ごろ 

発生場所 新潟県佐渡市弾
はじき

埼北西方沖 

 弾埼灯台から真方位３１６°１３.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３８°２９.８′ 東経１３８°１８.５′） 

事故の概要  漁船旬
しゅん

洋
よう

丸は、航行中、機関室から火災が発生した。 

旬洋丸は、機関室等に焼損を生じ、沈没した。 

事故調査の経過  令和元年１０月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 旬洋丸、４.９トン 

 ＮＧ３－１８３５８（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.７９ｍ（Lr）×３.０８ｍ×１.００ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４２１kＷ（動力漁船登録票による）、平成４年５

月２０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５２歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１５年９月１９日 

  免許証交付日 平成３０年５月２３日 

（令和５年９月１８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 機関室等に焼損、沈没（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：波向 南東、波高 約１ｍ 

 事故の経過 本船は、船長及び甲板員が乗り組み、令和元年１０月１０日０４時

００分ごろ、めばる一本釣り漁の目的で、弾埼北西方沖の漁場へ向

け、佐渡市高千
た か ち

漁港を出港し、機関を回転数毎分（rpm）約１,５０

０、約１２ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵

によって航行し、０６時００分ごろ漁場に到着した。 

船長は、機関をアイドリング状態で漂泊として操業中、０６時３０

分ごろ機関室からの異音に気付き、点検したところ、‘機関室内の油圧

ポンプユニットと操舵室内の操舵装置を接続している配管のうち、同
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装置に接続されていた油圧ホースの機関室内の最初の屈曲部にピンホ

ール’（以下「本件ピンホール」という。）が発生して作動油（潤滑

油）が霧状に噴出しているのを認めた。 

 船長は、操業をやめて、本件ピンホール部をタオルで三重に巻いて

ひもで縛ったところ、作動油が漏れて機関室の床に滴下するものの、

噴出は収まったので、０６時４０分ごろ機関を約１,０００rpm、約１

０knの速力で自動操舵によって帰航を開始した。 

船長は、帰航中、機関の回転数が変動し始め、０７時０５分ごろ機

関が停止するとともに機関室からの異臭に気付き、操舵室を出て機関

室左舷側の機関室出入口引き戸を開けたところ、直後に機関右舷側の

排気管付近で発火を認めた。 

船長は、船員室に備えていた持ち運び式粉末消火器で初期消火を行

ったものの、操舵室に延焼し始めたので消火を諦め、０７時１０分ご

ろ携帯電話で海上保安庁に救助を要請した。  

船長及び甲板員は、０７時１５分ごろ本船の火災に気付いて近づい

てきたいか
．．

一本釣り漁船に救助され、１１時００分ごろ高千漁港に帰

った。 

本船は、その後も延焼を続け、通報を受けて来援した巡視艇が監視

中、０９時００分ごろ沈没した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 本船側面図、付図３ 動力油

圧操舵システム概略図 参照） 

 その他の事項 主機は、過給機付４サイクル６シリンダ機関であった。 

本船は、船体中央部に機関室があり、機関室の後方に操舵室及び船

員室が配置され、機関室左舷側に出入口引き戸が、操舵室左舷に出入

口扉が、操舵室と機関室との隔壁左舷側に出入口扉がそれぞれ設けら

れており、機関室に火災探知器はなかったものの自動拡散型消火器が

機関左舷側に備えられていた。 

本船の動力油圧操舵システムは、主機によって駆動される油圧ポン

プユニットで発生した油圧が、油圧配管で操舵室の操舵部に伝えら

れ、操舵部の舵角設定にしたがって船尾の操舵シリンダを操作するも

ので、主機を停止すると操舵することができなかった。 

本件ピンホールは、機関の排気管後端から船尾方向に５０～６０

cm、垂直方向に約１ｍの距離のところにあった。 

本船は、本事故発生の約７か月前、操舵装置に接続されている油圧

ホース３本及び銅管１本のうち、擦れ傷のあった油圧ホース２本が機

関修理業者によって新替えされ、本件ピンホールが発生した油圧ホー

スは外観上問題がないように見受けられたので継続使用されていた。 

操舵装置製造会社担当者によれば、油圧ホースの耐用年数は、使用

環境等によって異なり、定められていないが、最小曲げ半径以下で使

用した場合、内部から浸食されて破口に至る場合があり、油圧の貫通
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力は大きいので、漏れを止めることは困難を要するとのことであっ

た。 

本船は、本事故発生時、機関室給気ファンは運転されていなかっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、本件ピンホールに応急修理を施した状態で弾埼北西方沖を

航行中、機関の排気管付近から出火したものと考えられる。 

本船は、本件ピンホールに巻いていたタオルがずれたか又は高圧の

作動油によって破孔したと考えられ、本件ピンホールから噴出した作

動油が、機関の排気管と接触して発火した可能性があると考えられる

が、本船が沈没しており、出火に至った経緯及び自動拡散型消火器の

作動状況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、本船が、本件ピンホールに応急修理を施した状態で弾埼

北西方沖を航行中、機関の排気管付近から出火したことにより発生し

たものと考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・適切な応急修理ができない場合は、機関を停止してえい
．．

航を依頼

すること。 

・圧力の高い油圧配管等の応急修理を行う場合は、専用の油飛散防

止テープ等を用いることが望ましい。 

・応急修理を行った箇所は、定期的にその状態を確認することが望

ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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付図２ 本船側面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図３ 動力油圧操舵システム概略図 
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